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附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年

「
（

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
大

る
部
分
及
び
「
熊
毛
郡
」
を
「

月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
区
域
に
限
る
。
）

美
祢
郡

る
豊
浦
郡
の
区
域
に
限
る
。
）

に
お
け
る
阿
武
郡
の
区
域
に
限

域
に
限
る
。
）

阿
武
郡
」
に

別
表
第
二
中

「
大
島
地
方
事
務
局
長
印

山
口
方
事

別
表
第
一
中

「

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
大
島

り
、
「
玖
珂
郡
」
を
「
岩
国
市

玖
珂
郡
」
に
、
「
熊
毛
郡
」
を

成
十
五
年
四
月
二
十
日
に
お
け

口
市
（
平
成
十
五
年
四
月
二
十

郡
・
美
祢
郡
」
を
「
宇
部
市

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

第
十
九
条
第
一
項
中
「
、
山

務
所
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
並
び
に

事
務
所
」
を
「
又
は
県
税
事
務

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

島
地
方
事
務
局

大

大
島
郡

熊
毛
郡
」
に
改
め
る
部

」
に
、
「
豊
浦
郡
」
を
「
下
関
市

」
に
、
「
大
津
郡
・
阿
武
郡
」
を

る
。
）

長
門
市
（
平
成
十
五
年

改
め
る
。

県
選
挙
管
理
委
員
会
大
島
地

務
局
長
之
印

地
方
事
務
局

大

島

（
平
成
十
五
年
四
月
二
十
日
に
お

「
大
島
郡

熊
毛
郡
」
に
、
「
防

る
佐
波
郡
の
区
域
に
限
る
。
）

日
に
お
け
る
吉
敷
郡
の
区
域
に
限

山
陽
小
野
田
市
（
平
成
十
五
年
四

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

口
県
税
事
務
所
及
び
大
島
社
会
福

第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項

所
」
に
改
め
る
。

一

し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定

島

郡

」
を

分
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
八
年

（
平
成
十
五
年
四
月
二
十
日
に
お

「
萩
市
（
平
成
十
五
年
四
月
二
十

四
月
二
十
日
に
お
け
る
大
津
郡
の

二
〇

公

文

書

用

」
を
削
る

郡

」
を

け
る
玖
珂
郡
の
区
域
に
限
る
。
）

府
市
・
佐
波
郡
」
を
「
山
口
市
（

防
府
市
」
に
、
「
吉
敷
郡
」
を
「

る
。
）
」
に
、
「
宇
部
市
・
厚

月
二
十
日
に
お
け
る
厚
狭
郡
山
陽

委
員
長

福

田

隆

司

祉
事
務
所
」
を
「
及
び
山
口
県
税

中
「
、
県
税
事
務
所
又
は
社
会
福

削三 け日区。 削平山狭町 事祉

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 金曜日

よ
う第

号
の第

か
らこ

山 口

山
山

山

県 報

警
正
す第こ

（号 外 ）

警
山

に
改
正
す
る
。

四
条
第
一
項
総
務
課
に
関
す
る
部

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

四
条
第
一
項
警
察
県
民
課
に
関
す

第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一

口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の

口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
（
昭
和

警
察
署
協
議
会
規
則
の
一
部
を

察
署
協
議
会
規
則
（
平
成
十
三
年

る
。

三
条
の
表
第
五
号
中
「
及
び
山
口

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一

公

安

委

察
署
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六

分
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、

る
部
分
中
第
二
号
を
削
り
、
第

上
げ
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公山

号
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
十
九
年
山
口
県
公
安
委
員
会

改
正
す
る
規
則

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八

県
下
関
水
上
警
察
署
協
議
会
」

日
か
ら
施
行
す
る
。

員

会

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る山

号

第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四

三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号

布
す
る
。

口
県
公
安
委
員
会

規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

を
削
る
。

。口
県
公
安
委
員
会

九

道
路
に
お
い
て
、
ロ
ボ

第
二
十
三
条
第
九
号
中
「
又

山
口
県
道
路
交
通
規
則

山
口
県
道
路
交
通
規
則
（
昭

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
中
「
若

者
簡
易
講
習
申
出
書
若
し
く
は

六
項
中
「
（
山
口
県
下
関
水
上

第
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部

別
表
第
一
山
口
県
ふ
れ
あ
い

同
表
二
鹿
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー

に
加
え
、
同
表
周
東
町
野
外
活

周
東
野
外
活
動
セ
ン
タ

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

風
俗
営
業
等
の
規
制
及

則

ッ
ト
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
そ
の

は
特
定
任
意
高
齢
者
簡
易
講
習

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
七
年
山
口
県
公
安
委
員
会

し
く
は
特
定
任
意
高
齢
者
簡
易
講

特
定
任
意
高
齢
者
通
常
講
習
申
出

警
察
署
長
を
除
く
。
）
」
を
削
る

え
る
。

ら
施
行
す
る
。

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

日
九
号

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

パ
ー
ク
の
項
中
「
玖
珂
郡
由
宇
町

の
項
中
「
大
字
二
鹿
」
を
「
二
鹿

動
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
る
。

ー

岩
国
市
周
東
町
獺
越
一
三
三
二

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施

日
八
号

び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条

内
容
に
含
む
実
験
を
す
る
こ
と
。

申
出
書
（
別
記
第
十
七
号
様
式

規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

習
申
出
書
」
を
「
、
特
定
任
意
高

書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び

。 布
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会

行
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
公

」
を
「
岩
国
市
由
宇
町
」
に
改
め

」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ

番
地

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
公
安
委
員
会

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

二

の う齢第 安、う を規

公

安

委

員

会



平成

所
長

徳
地

年 月 日 金曜日

山
一
号別

中

山 口 県

め
るこ

山
山

る
。

報

「
別

習
講
習

講
習

（号 外 ）

四
）

齢
者第別

「

」
の
下
に
「
、
山
口
県
周
南
警
察

交
番
所
長
」
を
「
山
口
県
山
口
警

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
公
安
委
員
会
の
文
書
例

口
県
公
安
委
員
会
の
文
書
例
式
等

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

表
個
数
の
欄
中
「
二
六
」
を
「
二

「
（
山
口
県
下
関
水
上
警
察
署
長
を

。
附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一

口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
二

口
県
公
安
委
員
会
の
文
書
例
式
等

下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目
一
の
三
地
先
か

町
二
丁
目
一
一
三
四
の
一
地
先
ま
で

長
門
市
東
深
川
字
一
ノ
坪
一
九
二
六
の

市
三
隅
上
字
明
角
三
一
七
九
の
一
地
先

記
第
十
七
号
様
式
の
四
中
「

書
出

申

定
特
ャ

チ

に
、
「

ン
レ

ャ
チ

」

齢
高

意
任

定
特

」
を
「
、
特
定
任
意
高
齢
者
簡
易

通
常
講
習
申
出
書
（
別
記
第
十
七

三
十
一
条
中
「
（
山
口
県
下
関
水

表
二
の
項
一
九
一
号
に
関
す
る
部

長
門
市
東
深
川
字
一
ノ
坪
一
九
二
六
の

市
三
隅
上
字
明
角
三
一
七
九
の
一
地
先

署
周
南
西
幹
部
交
番
所
長
」
を

察
署
徳
地
交
番
所
長
」
に
改
め 山

式
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二

る
。

五
」
に
、
「
二
五
」
を
「
二
四

除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
山
口

日
か
ら
施
行
す
る
。

号
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

ら
同
市
安
岡
本

に
改
め
る
。

一
地
先
か
ら
同

ま
で

」

意
任

書
出

申
習

講
ジ

ン
レ

習
講

易
簡

者
齢

高

「

を
習

講
ジ

レ
ャ

チ

を
習

講
易

簡
者

意
任

定
特

」
意

任
定

特

講
習
申
出
書
（
別
記
第
十
七
号

号
様
式
の
四
）
」
に
改
め
る
。

上
警
察
署
を
除
く
。
）
」
を
削

分
中

一
地
先
か
ら
同

ま
で

」
を

加
え
、
「
山
口
県
防
府
警
察
署

る
。

口
県
公
安
委
員
会

改
正
す
る
規
程

年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第

」
に
改
め
、
同
表
保
管
者
の
欄

県
岩
国
警
察
署
広
瀬
幹
部
交
番

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

「

講
ジ

ン
レ

ャ
チ

を

易
簡
者

齢
高

意
任

定
特

」

ン

常
通
者

齢
高

意
任

定
特

習
講

易
簡

者
齢
高

習
講

ジ
を

に
改

習
講

常
通

者
齢

高

」

様
式
の
四
）
又
は
特
定
任
意
高

る
。

表
山
口
県
周
南
警
察
署
の
部

周
南
西
幹
部

交
番

周
南
市
大
字

富
田

表
山
口
県
柳
井
警
察
署
の
部

署
の
名
称
の
欄
中
「
山
口
県
玖

周
南
警
察
署
の
部

ケ
浜
交
番

ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

表
山
口
県
岩
国
警
察
署
の
部

由
宇
交
番

岩
国
市
由
宇

町
南
二
丁
目

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六

鹿
野
交
番
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

三
笹
町
、
温
田
一
丁
目
、
温
田
二
丁
目

丁
目
、
日
地
町
、
平
野
一
丁
目
、
平
野

丸
山
町
、
港
町
、
坂
根
町
、
河
内
町
、

大
神
二
丁
目
、
大
神
三
丁
目
、
大
神
四

の
前
一
丁
目
、
宮
の
前
二
丁
目
、
中
央

二
丁
目
、
古
泉
一
丁
目
、
古
泉
二
丁

町
、
竹
島
町
、
長
田
町
、
福
川
一
丁
目

丁
目
、
皿
山
町
、
社
地
町
、
福
川
中
市

若
山
一
丁
目
、
若
山
二
丁
目
、
御
姫
町

田
一
丁
目
、
新
田
二
丁
目
、
福
川
南
町

丁
目
、
羽
島
三
丁
目
、
か
せ
河
原
町
、

室
尾
二
丁
目
、
小
川
屋
町
、

町
、
野

町
、
大
字
富
田
、
大
字
福
川

港
一
丁
目
、
由
宇
町
港
二
丁
目
、
由
宇

央
一
丁
目
、
由
宇
町
中
央
二
丁
目
、
由

由
宇
交
番
の
項
を
削
り
、
同
表
山

珂
西
警
察
署
」
を
「
山
口
県
岩
国

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

周
南
市
の
う
ち
川
崎
一
丁
目
、
川
崎
二

井
一
丁
目
、
土
井
二
丁
目
、
政
所
一
丁

三
丁
目
、
政
所
四
丁
目
、
桶
川
町
、

目
、
古
川
町
、
川
手
一
丁
目
、
川
手
二

村
一
丁
目
、
野
村
二
丁
目
、
野
村
三
丁

日南
交
番
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

岩
国
市
の
う
ち
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
一
丁

丁
目
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
三
丁
目
、
由

町
南
沖
二
丁
目
、
由
宇
町
南
沖
三
丁
目

由
宇
町
由
宇
崎
、
由
宇
町
南
一
丁
目
、

町
南
三
丁
目
、
由
宇
町
南
四
丁
目
、
由

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
十
号

駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

三

に
加
え
る
。

、
富
田
一
丁
目
、
富
田
二

二
丁
目
、
浜
田
一
丁
目
、

新
堤
町
、
大
神
一
丁
目
、

丁
目
、
大
神
五
丁
目
、
宮

町
、
古
市
一
丁
目
、
古
市

目
、
古
泉
三
丁
目
、
花
園

、
福
川
二
丁
目
、
福
川
三

町
、
上
迫
町
、
本
陣
町
、

、
新
地
町
、
西
桝
町
、
新

、
羽
島
一
丁
目
、
羽
島
二

中
畷
町
、
室
尾
一
丁
目
、

村
南
町
、
開
成
町
、
臨
海

町
港
三
丁
目
、
由
宇
町
中

宇
町
、
由
宇
町
神
東

口
県
玖
珂
西
警
察
署
の
部
所
轄
警

西
警
察
署
」
に
改
め
、
同
表
山
口

。
丁
目
、
川
崎
三
丁
目
、
土

目
、
政
所
二
丁
目
、
政
所

清
水
一
丁
目
、
清
水
二
丁

丁
目
、
西
千
代
田
町
、
野

目
、
椎
木
町
、
道
源
町
、

山
口
県
公
安
委
員
会

加
え
る
。

目
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
二

宇
町
南
沖
一
丁
目
、
由
宇

、
由
宇
町
南
沖
四
丁
目
、

由
宇
町
南
二
丁
目
、
由
宇

宇
町
南
五
丁
目
、
由
宇
町

区
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一

改
正
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日

察県 年か



平成 年 月 日 金曜日

表

山 口

表表
察
官

交
番

県 報

表

（号 外 ）

表柚
野
警
察
官

駐
在
所

山
口
市
徳
地

野
谷

山
口

山
口
県
山
口
警
察
署
の
部
に
次
の

串
警
察
官
駐

在
所

山
口
市
徳
地

河
内

山
口

島
地
警
察
官

駐
在
所

山
口
市
徳
地

島
地

山
口

八
坂
警
察
官

駐
在
所

山
口
市
徳
地

八
坂

山
口

山
口
県
周
南
警
察
署
の
部
に
次
の

和
田
警
察
官

駐
在
所

周
南
市
大
字

垰

周
南
大
字

山
口
県
周
南
西
警
察
署
の
部
を
削

駐
在
所
の
項
か
ら
柚
野
警
察
官
駐

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

徳
地
交
番

山
口
市
徳
地

堀

山
口
地
、

山
口
県
周
南
警
察
署
の
部
菊
川
警

夜
市
警
察
官

駐
在
所

周
南
市
大
字

夜
市

周
南

戸
田
警
察
官

駐
在
所

周
南
市
大
字

戸
田

周
南

湯
野
警
察
官

駐
在
所

周
南
市
大
字

湯
野

周
南

富
田
警
察
官

連
絡
所

周
南
市
清
水

二
丁
目

福
川
警
察
官

連
絡
所

周
南
市
社
地

町

山
口
県
周
南
警
察
署
の
部
向
道
警

周
南
交
通
検

問
所

周
南
市
大
字

夜
市

市
の
う
ち
徳
地
柚
木
、
徳
地
野
谷

よ
う
に
加
え
る
。

市
の
う
ち
徳
地

河
内
、
徳
地
串

市
の
う
ち
徳
地
上
村
、
徳
地
島
地
、
徳

市
の
う
ち
徳
地
船
路
、
徳
地
引
谷
、
徳

よ
う
に
加
え
る
。

市
の
う
ち
大
字
高
瀬
、
大
字
夏
切
、
大

馬
神り

、
同
表
山
口
県
防
府
警
察
署

在
所
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表

。
市
の
う
ち
徳
地
深
谷
、
徳
地
小
古
祖
、

徳
地
岸
見

察
官
駐
在
所
の
項
の
次
に
次
の

市
大
字
夜
市

市
大
字
戸
田

市
大
字
湯
野

察
官
連
絡
所
の
項
の
次
に
次
の

地
藤
木
、
徳
地
山
畑

地
三
谷
、
徳
地
八
坂

字
垰
、
大
字
米
光
、

の
部
徳
地
交
番
の
項
及
び
串
警

山
口
県
山
口
警
察
署
の
部
平
川

徳
地
堀
、
徳
地
伊
賀

よ
う
に
加
え
る
。

よ
う
に
加
え
る
。

改
め
る
。

漁
港
警
備
派

出
所

下
関
市
竹
崎

町
三
丁
目

表
山
口
県
下
関
警
察
署
の
部

唐
戸
警
察
官

連
絡
所

下
関
市
南
部

町

表
山
口
県
下
関
警
察
署
の
部

滝
部
警
察
官

駐
在
所

下
関
市
豊
北

町
大
字
滝
部

表
山
口
県
小
串
警
察
署
の
部

田
耕
警
察
官

駐
在
所

下
関
市
豊
北

町
大
字
田
耕

表
山
口
県
下
関
警
察
署
の
部

め
、
同
項
位
置
の
欄
中
「
南
部

則
貞
警
察
官

連
絡
所

宇
部
市
則
貞

六
丁
目

表
山
口
県
小
串
警
察
署
の
部

所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

川
棚
警
察
官

駐
在
所

下
関
市
豊
浦

町
大
字
川
棚

表
山
口
県
小
串
警
察
署
の
部

表
山
口
県
宇
部
警
察
署
の
部

を
、
「
野
原
二
丁
目
」
の
下
に

貞
五
丁
目
、
則
貞
六
丁
目
、
草

町
一
丁
目
」
の
下
に
「
、
岬
町

削
り
、
同
部
八
王
子
警
察
官
駐

八
王
子
警
察

官
連
絡
所

宇
部
市
八
王

子
町

壇
之
浦
警
察
官
連
絡
所
の
項
の
次

幡
生
警
察
官
連
絡
所
の
項
の
次
に

下
関
市
豊
北
町
大
字
滝
部

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

下
関
市
豊
北
町
大
字
田
耕

唐
戸
交
番
の
項
名
称
の
欄
中
「
唐

町
」
を
「
観
音
崎
町
」
に
改
め
、

川
棚
交
番
の
項
及
び
滝
部
交
番
の

え
る
。

下
関
市
豊
浦
町
大
字
川
棚

田
耕
警
察
官
駐
在
所
の
項
を
次
の

松
山
交
番
の
項
所
管
区
の
欄
中
「

「
、
則
貞
一
丁
目
、
則
貞
二
丁
目

江
一
丁
目
、
草
江
二
丁
目
、
草
江

二
丁
目
」
を
加
え
、
「
（
一
番
、

在
所
の
項
及
び
則
貞
警
察
官
駐
在

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

戸
交
番
」
を
「
海
峡
交
番
」
に

同
部
吉
見
交
番
の
項
を
次
の
よ
う

項
を
削
り
、
同
部
湯
玉
警
察
官
駐

よ
う
に
改
め
る
。

末
広
町
」
の
下
に
「
、
八
王
子
町

、
則
貞
三
丁
目
、
則
貞
四
丁
目
、

三
丁
目
、
草
江
四
丁
目
」
を
、
「

二
番
及
び
十
六
番
に
限
る
。
）
」

所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

改に 在 」則岬を



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

表
め
る

町
、

目
、

宮
町

町
五

三
丁

小
月
交
番

下
関
市
小
月

駅
前
一
丁
目

丁
目
末
中
鞍
馬
町
、
千
房
町
三

六
丁
丁
目
目
、
月
本
月
京
目
、
山
田

下
関

番

松
小
田
本
町

府
松
松
小
目
、
新
町

下
関

二
丁
目
、
目
、
目
、
上
町
町
五
三
丁
丁
目

目
、
一
丁

土
居
の
内
交

番

下
関
市
長
府

土
居
の
内
町

町
、
衣
町
侍
町
目
、
江
小
長
府

町
、
府
羽
（
長
西
の

長
府
駅
前
交

下
関
市
長
府

下
関
長
府

長
府
町
、

吉
見
警
察
官

駐
在
所

下
関
市
吉
見

本
町
二
丁
目

下
関

目
、
目
、
目
、
目
、

山
口
県
長
府
警
察
署
の
部
小
月
交

。

下
関

秋
根
西
町
一
丁
目
、
秋
根
西
町
二
丁

秋
根
南
町
二
丁
目
、
秋
根
北
町
、
一
の

二
丁
目
、
一
の
宮
町
三
丁
目
、
一
の
宮

丁
目
、
勝
谷
新
町
一
丁
目
、
勝
谷
新
町

目
、
勝
谷
新
町
四
丁
目
、
田
倉
御
殿
町

、
清
末
本
町
、
清
末
中
町
一
丁
目
、
清

町
三
丁
目
、
清
末
鞍
馬
一
丁
目
、
清
末

三
丁
目
、
清
末
鞍
馬
四
丁
目
、
清
末

清
末
大
門
、
清
末
千
房
一
丁
目
、
清
末

三
丁
目
、
清
末
東
町
一
丁
目
、
清
末
東

丁
目
、
清
末
東
町
四
丁
目
、
清
末
東
町

目
、
小
月
駅
前
一
丁
目
、
小
月
茶
屋
一

、
小
月
茶
屋
三
丁
目
、
小
月
杉
迫
一
丁

小
月
杉
迫
三
丁
目
、
小
月
公
園
町
、
小

町
二
丁
目
、
小
月
市
原
町
、
小
月
幸
町

泊
、
小
月
西
の
台
、
小
月
小
島
一
丁

小
月
南
町
、
小
月
高
雄
町
、
大
字
宇
部

、
大
字
員
光
、
大
字
清
末
、
大
字
阿
内

市
の
う
ち
秋
根
本
町
一
丁
目
、
秋
根
本

小
田
東
町
、
長
府
松
小
田
西
町
、
長
府

田
北
町
、
長
府
扇
町
、
長
府
才
川
一
丁

千
鳥
ケ
丘
町
、
長
府
日
の
出
町
、
ゆ
め

、
大
字
松
小
田
、
大
字
才
川

市
の
う
ち
亀
浜
町
、
千
鳥
浜
町
、
乃
木

目
、
乃
木
浜
三
丁
目
、
王
司
本
町
一
丁

王
司
本
町
三
丁
目
、
王
司
本
町
四
丁

王
司
本
町
六
丁
目
、
王
司
川
端
一
丁

王
司
川
端
三
丁
目
、
王
司
南
町
、
王
司

二
丁
目
、
王
司
上
町
三
丁
目
、
王
司
上

丁
目
、
王
司
神
田
一
丁
目
、
王
司
神
田

目
、
王
司
神
田
四
丁
目
、
王
司
神
田
五

、
東
観
音
町
、
西
観
音
町
、
員
光
町
一

員
光
町
三
丁
目
、
員
光
町
四
丁
目
、
清

目
、
清
末
西
町
二
丁
目
、
清
末
西
町
三

長
府
外
浦
町
、
長
府
黒
門
東
町
、
長
府

、
長
府
松
原
町
、
長
府
新
松
原
町
、
長

、
長
府
侍
町
一
丁
目
、
長
府
侍
町
二
丁

長
府
川
端
二
丁
目
、
長
府
南
之
町
、
長

路
町
、
長
府
中
浜
町
、
長
府
土
居
の
内

金
屋
町
、
長
府
金
屋
浜
町
、
長
府
宮

長
府
中
土
居
本
町
、
長
府
中
土
居
北
町

衣
南
町
、
長
府
黒
門
町
、
長
府
浜
浦

府

坂
町
か
ら
大
字
楠
乃
に
至
る
市
道

区
域
に
限
る
。
）

市
の
う
ち
長
府
前
八
幡
町
、
長
府
八
幡

中
六
波
町
、
長
府
豊
浦
町
、
長
府
中
尾

満
珠
町
、
長
府
四
王
司
町
、
長
府
新

長
府
江
下
町
、
長
府
松
小
田
本
町
、
長

市
の
う
ち
吉
見
竜
王
町
、
吉
見
古
宿

吉
見
本
町
二
丁
目
、
吉
見
新
町
一
丁

吉
見
里
町
一
丁
目
、
吉
見
里
町
二
丁

永
田
本
町
二
丁
目
、
永
田
本
町
三
丁

大
字
吉
見
上
、
大
字
吉
見
下
、
大
字
永

番
の
項
か
ら
前
田
警
察
官
駐
在

市
の
う
ち
長
府
浜
浦
町
、
長
府
浜
浦
南

目
、
秋
根
南
町
一
丁

宮
町
一
丁
目
、
一
の

町
四
丁
目
、
一
の
宮

二
丁
目
、
勝
谷
新
町

一
丁
目
、
田
倉
御
殿

末
中
町
二
丁
目
、
清

鞍
馬
二
丁
目
、
清
末

鞍
馬
五
丁
目
、
赤
池

千
房
二
丁
目
、
清
末

町
二
丁
目
、
清
末
東

五
丁
目
、
清
末
東
町

丁
目
、
小
月
茶
屋
二

目
、
小
月
杉
迫
二
丁

月
本
町
一
丁
目
、
小

、
小
月
宮
の
町
、
小

目
、
小
月
小
島
二
丁

、
大
字
神
田
、
大
字

、
大
字
小
月
町

町
二
丁
目
、
秋
根
東

松
小
田
南
町
、
長
府

目
、
長
府
才
川
二
丁

タ
ウ
ン
、
長
府
満
珠

浜
一
丁
目
、
乃
木
浜

目
、
王
司
本
町
二
丁

目
、
王
司
本
町
五
丁

目
、
王
司
川
端
二
丁

上
町
一
丁
目
、
王
司

町
四
丁
目
、
王
司
上

二
丁
目
、
王
司
神
田

丁
目
、
王
司
神
田
六

丁
目
、
員
光
町
二
丁

末
陣
屋
、
清
末
西
町

丁
目
、
清
末
五
毛
一

黒
門
南
町
、
長
府
羽

府
宮
崎
町
、
長
府
東

目
、
長
府
川
端
一
丁

府
惣
社
町
、
長
府
古

町
、
長
府
中
之
町
、

の
内
町
、
長
府

坂

、
長
府
印
内
町
、
長

西
町
、
大
字
豊
浦
村

第
二
五
九
〇
号
線
以

町
、
長
府
古
城
町
、

町
、
長
府
豊
城
町
、

四
王
司
町
、
長
府
港

府
松
小
田
中
町
、
長

町
、
吉
見
本
町
一
丁

目
、
吉
見
新
町
二
丁

目
、
永
田
本
町
一
丁

目
、
永
田
本
町
四
丁

田
郷
、
大
字
蓋
井
島

所
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改

町
、
長
府
野
久
留
米

南
交
番

下
関
市
彦
島

塩
浜
町
一
丁

目

本
村
警
察
官

駐
在
所

下
関
市
彦
島

本
村
町
三
丁

目

表
山
口
県
下
関
水
上
警
察
署

西
山
交
番

下
関
市
彦
島

迫
町
五
丁
目

江
の
浦
交
番

下
関
市
彦
島

江
の
浦
町
一

丁
目

前
田
警
察
官

駐
在
所

下
関
市
前
田

一
丁
目

安
養
寺
警
察

官
駐
在
所

下
関
市
長
府

紺
屋
町

表
山
口
県
長
府
警
察
署
の
部

開
作
」
に
、
「
大
字
松
屋
、
大

彦
島
警
察
署
の
部
江
の
浦
交
番

山
交
番

下
関
市
秋
根

南
町
二
丁
目

前
八
幡
警
察

官
連
絡
所

下
関
市
長
府

中
六
波
町

勝

丁
目
、
彦
島
山
中
町
二
丁
目
、
彦
島
角

町
二
丁
目
、
彦
島
角
倉
町
三
丁
目
、
彦

向
井
町
一
丁
目
、
彦
島
向
井
町
二
丁

目
、
彦
島
田
の
首
町
二
丁
目
、
彦
島
塩

町
二
丁
目
、
彦
島
塩
浜
町
三
丁
目
、
彦

下
関
市
の
う
ち
彦
島
海
士
郷
町
、
彦
島

二
丁
目
、
彦
島
老
町
三
丁
目
、
彦
島
老

一
丁
目
、
彦
島
本
村
町
三
丁
目

の
部
を
削
る
。

下
関
市
の
う
ち
彦
島
竹
ノ
子
島
町
、
彦

西
山
町
二
丁
目
、
彦
島
西
山
町
三
丁
目

彦
島
西
山
町
五
丁
目
、
彦
島
迫
町
一
丁

彦
島
迫
町
三
丁
目
、
彦
島
迫
町
四
丁
目

島
迫
町
六
丁
目
、
彦
島
迫
町
七
丁
目

下
関
市
の
う
ち
彦
島
本
村
町
二
丁
目
、

島
本
村
町
五
丁
目
、
彦
島
本
村
町
六

目
、
彦
島
緑
町
、
彦
島
江
の
浦
町
一
丁

目
、
彦
島
江
の
浦
町
三
丁
目
、
彦
島
江

の
浦
町
五
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
六
丁

目
、
彦
島
江
の
浦
町
八
丁
目
、
彦
島
江

島
、
大
字
六
連
島

下
関
市
の
う
ち
彦
島
杉
田
町
一
丁
目
、

島
弟
子
待
東
町
、
彦
島
弟
子
待
町
一
丁

目
、
彦
島
弟
子
待
町
三
丁
目
、
彦
島
桜

下
関
市
の
う
ち
前
田
一
丁
目
、
前
田
二

府
向
田
町
、
大
字
前
田
、
大
字
高
畑

下
関
市
の
う
ち
長
府
亀
の
甲
一
丁
目
、

府
紺
屋
町
、
長
府
安
養
寺
一
丁
目
、
長

安
養
寺
三
丁
目
、
長
府
安
養
寺
四
丁
目

三
島
町
、
大
字
豊
浦
村
（
土
居
の
内
交

王
喜
警
察
官
駐
在
所
の
項
所
管
区

字
宇
津
井
」
を
「
大
字
宇
津
井
、

の
項
か
ら
南
交
番
の
項
ま
で
を
次

町
二
丁
目
、
形
山
み
ど
り
町
、
秋
根
新

の
宮
本
町
一
丁
目
、
一
の
宮
本
町
二

目
、
一
の
宮
住
吉
二
丁
目
、
一
の
宮
住

一
の
宮
卸
本
町
、
秋
根
上
町
一
丁
目
、

上
町
三
丁
目
、
形
山
町
、
一
の
宮
東
町

丁
目
、
一
の
宮
東
町
三
丁
目
、
楠
乃
一

乃
三
丁
目
、
楠
乃
四
丁
目
、
楠
乃
五

根
、
大
字
楠
乃
、
大
字
勝
谷
、
大
字
田

野
、
大
字
井
田

五

倉
町
一
丁
目
、
彦
島
角
倉

島
角
倉
町
四
丁
目
、
彦
島

目
、
彦
島
田
の
首
町
一
丁

浜
町
一
丁
目
、
彦
島
塩
浜

島
塩
浜
町
四
丁
目

老
町
一
丁
目
、
彦
島
老
町

の
山
公
園
、
彦
島
本
村
町

島
西
山
町
一
丁
目
、
彦
島

、
彦
島
西
山
町
四
丁
目
、

目
、
彦
島
迫
町
二
丁
目
、

、
彦
島
迫
町
五
丁
目
、
彦

彦
島
本
村
町
四
丁
目
、
彦

丁
目
、
彦
島
本
村
町
七
丁

目
、
彦
島
江
の
浦
町
二
丁

の
浦
町
四
丁
目
、
彦
島
江

目
、
彦
島
江
の
浦
町
七
丁

の
浦
町
九
丁
目
、
大
字
彦

彦
島
杉
田
町
二
丁
目
、
彦

目
、
彦
島
弟
子
待
町
二
丁

ケ
丘
町
、
彦
島
山
中
町
一

丁
目
、
長
府
高
場
町
、
長

長
府
亀
の
甲
二
丁
目
、
長

府
安
養
寺
二
丁
目
、
長
府

、
長
府
珠
の
浦
町
、
長
府

番
の
所
管
区
を
除
く
。
）

の
欄
中
「
、
工
領
開
作
」
を
「
工

大
字
松
屋
」
に
改
め
、
同
表
山
口

の
よ
う
に
改
め
る
。

町
、
一
の
宮
学
園
町
、
一

丁
目
、
一
の
宮
住
吉
一
丁

吉
三
丁
目
、
前
勝
谷
町
、

秋
根
上
町
二
丁
目
、
秋
根

一
丁
目
、
一
の
宮
東
町
二

丁
目
、
楠
乃
二
丁
目
、
楠

丁
目
、
東
勝
谷
、
大
字
秋

倉
、
大
字
形
山
、
大
字
小

領県



平

第

成 年 月 日 金曜日

山
山山

う
に

山 口

別
「

こ

県 報

山
部
を第別

考
１

（号 外 ）

山
山

三
条
第
九
項
中
「
前
二
項
」
を

口
県
企
業
管
理
規
程
第
八
号

口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
の
一

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程

口
県
企
業
局
職
員
就
業
規
程
（
昭

改
正
す
る
。

表
第
三
の
一

組
織
上
の
職
の
表

土

木

技

監

」
に
改
め
る
。

附

則

の
管
理
規
程
は
、
平
成
十
八
年
四

山
口
県
企
業
局
の
組
織
等
に
関

口
県
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

九
条
第
三
項
中
「
、
電
気
技
監
」

表
第
二
の
組
織
上
の
職
の
表
本
局

中
「
電
気
技
監
及
び
」
を
削
る
。

企

業

口
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号

口
県
企
業
局
の
組
織
等
に
関
す
る

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次

山
口
県
公
営
企
業
管
理

の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規

本
局
の
部
中

土

木

技

監

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
（
昭
和
四
十
九
年
山
口
県

を
削
る
。

に
関
す
る
部
分
中
「
、
電
気
技

「
電

気

技

監

局

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理

山
口
県
公
営
企
業
管
理

条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項

の
よ
う
に
定
め
る
。

者

清

弘

和

毅

程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

」
を

管
理
規
程

企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一

監
」
を
削
り
、
別
表
第
二
の
備

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

者

清

弘

和

毅

職
手
当
が
支
給
さ
れ
る
職
員

る
。

山
口
県
企
業
局
職
員
給

山
口
県
企
業
局
職
員
給
与
規

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
、
調
整
手
当
」

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め

（
利
水
業
務
手
当
）

第
六
条

利
水
業
務
手
当
は
、

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
九

山
口
県
企
業
局
職
員
給
与
規

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に

二

小
学
校
に
就
学
し
て
い

号
）
第
六
条
の
二
第
三
項

連
れ
て
帰
宅
す
る
場
合
に

三

第
十
一
条
第
一
項
に
規

職
員

第
六
条
第
一
項
中
「
、
第
七

第
十
条
第
八
号
の
三
中
「
小

中
「
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第

の
一
項
を
加
え
る
。

８

所
属
長
は
、
次
に
掲
げ
る

偶
者
で
第
一
号
又
は
第
二
号

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

か
ら
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
管

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事

与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理

程
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
企
業

を
「
、
地
域
手
当
」
に
改
め
る
。

る
。

職
員
が
庁
舎
外
に
お
い
て
次
に
掲

八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

日

山
口
県
公
営
企
業

達
す
る
ま
で
の
子
が
あ
る
職
員

る
子
が
あ
る
職
員
が
児
童
福
祉
法

に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育

お
け
る
当
該
職
員

定
す
る
者
で
同
項
に
規
定
す
る
介

項
又
は
第
八
項
」
を
「
又
は
第
七

学
校
就
学
」
を
「
中
学
校
就
学
」

七
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第

職
員
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

に
規
定
す
る
子
の
親
で
あ
る
も
の

て
別
に
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場

お
い
て
は
、
第
四
項
及
び
第
六
項

理
者
が
別
に
定
め
る
特
定
の
時
刻

し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
支
給

規
程

管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次

げ
る
業
務
に
従
事
し
た
と
き
（
管

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

管
理
者

清

弘

和

毅

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

成
事
業
に
係
る
施
設
か
ら
当
該
子

護
を
必
要
と
す
る
も
の
を
介
護
す

項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
に
改
め
る

に
改
め
る
。

九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
の
次
に

げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
職
員
の

が
、
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育

合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者

と
し
、
並
び
に
休
息
時
間
を
別
に

六

す の理 四をる。 次配す）の定

企

業

局



平成

３
当る

年 月 日 金曜日

第
（
特

第
七事う

２
員務

山 口 県

相第
で
を第

い
て

「
と

２
第

報

る一二三
３

項

（号 外 ）

一二三
２

同
一
日
に
お
い
て
利
水
業
務
手
当

に
係
る
業
務
に
従
事
し
た
職
員

。
た
だ
し
、
危
険
作
業
手
当
の
額

七
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

殊
勤
務
手
当
の
支
給
の
特
例
）

条
の
三

同
一
日
に
お
い
て
利
水

し
た
職
員
（
第
三
項
に
規
定
す
る

ち
最
高
の
額
の
特
殊
勤
務
手
当
の

同
一
日
に
お
い
て
利
水
業
務
手
当

（
次
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く

又
は
当
該
作
業
に
対
す
る
手
当
の

当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る

七
条
第
一
項
中
第
三
号
及
び
第
四

二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

七
条
の
二
第
一
項
中
「
用
地
交
渉

」
を
削
り
、
「
業
務
（
以
下
「
用

き
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次

前
項
の
手
当
の
額
は
、
一
日
に
つ

七
条
の
二
第
三
項
を
削
る
。

。
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務

イ

応
急
作
業

一
日
に
つ
き

ロ

巡
回
監
視

一
日
に
つ
き

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
が
日

の
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に

事
故
又
は
災
害
の
発
生
し
た
発

お
い
て
「
現
場
施
設
」
と
い
う
。

豪
雨
等
の
異
常
な
自
然
現
象
に

う
応
急
作
業
又
は
巡
回
監
視

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

る
と
山
口
県
公
営
企
業
管
理
者
が

前
項
の
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号

に
係
る
業
務
、
危
険
作
業
手
当

に
対
し
て
は
、
危
険
作
業
手
当
及

及
び
用
地
交
渉
手
当
の
額
を
合

。業
務
手
当
に
係
る
業
務
及
び
用

職
員
を
除
く
。
）
に
対
し
て
は

一
を
支
給
す
る
。

に
係
る
業
務
及
び
危
険
作
業
手

。
）
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の

額
が
最
も
高
い
も
の
を
支
給
す

。号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号

手
当
は
、
」
の
下
に
「
職
員
が

地
交
渉
業
務
」
と
い
う
。
）
」

の
よ
う
に
改
め
る
。

き
六
百
五
十
円
と
す
る
。

一
日
に
つ
き

七
百
三
十
円

次
に
掲
げ
る
額

七
百
三
十
円

四
百
八
十
円

一
日
に
つ
き

四
百
八
十
円

没
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
間
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
定

電
所
、
ダ
ム
そ
の
他
の
発
電
又

）
で
行
う
応
急
作
業
又
は
応
急

よ
り
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ

、
発
電
又
は
給
水
に
係
る
業
務

認
め
る
も
の

に
掲
げ
る
業
務
の
区
分
に
従
い

に
係
る
作
業
及
び
用
地
交
渉
手

び
用
地
交
渉
手
当
を
支
給
す

算
し
た
額
が
利
水
業
務
手
当
の

地
交
渉
手
当
に
係
る
業
務
に
従

、
こ
れ
ら
の
特
殊
勤
務
手
当
の

当
に
係
る
作
業
に
従
事
し
た
職

特
殊
勤
務
手
当
の
う
ち
当
該
業

る
。

と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま

」
を
加
え
、
「
、
庁
舎
外
に
お

を
「
も
の
」
に
、
「
職
員
」
を

行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
一

め
る
額
に
そ
の
百
分
の
五
十
に

は
給
水
に
係
る
施
設
（
次
号
に

作
業
の
た
め
に
必
要
な
調
査

が
あ
る
現
場
施
設
に
お
い
て
行

で
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え

、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の

の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
職
の

い
て
は
、
改
正
後
の
山
口
県

当
該
一
級
上
位
の
職
務
の
級

項
中
「
四
級
」
を
「
三
級
」
に

級
」
に
、
「
五
級
」
を
「
三
級

を
「
四
級
」
に
改
め
、
同
表
八

「
七
級
」
を
「
五
級
」
に
改
め

級
」
に
改
め
、
同
表
十
級
の
項

十
一
級
の
項
中
「
十
一
級
」
を

を
削
る
。

別
表
第
三
中
「
電
気
技
監
」

額
よ
り
低
い
額
と
な
る
と
き

別
表
第
一
の
二
級
の
項
を
削

項
中
「
四
級
」
を
「
三
級
」
に

級
」
に
改
め
、
同
表
七
級
の
項

「
六
級
」
に
改
め
、
同
表
九
級

を
「
八
級
」
に
改
め
、
同
表
十

別
表
第
二
の
二
級
の
項
を
削

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

日
に
現
に
改
正
前
の
山
口
県
企
業

属
す
る
職
務
の
級
の
一
級
上
位
の

企
業
局
職
員
給
与
規
程
別
表
第
二

に
在
級
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
め
、
同
表
五
級
の
項
を
削
り
、

」
に
改
め
、
同
表
七
級
の
項
中
「

級
の
項
中
「
八
級
」
を
「
六
級
」

、
同
表
九
級
の
項
中
「
九
級
」
を

中
「
十
級
」
を
「
八
級
」
に
、
「

「
九
級
」
に
、
「
十
級
」
を
「
八

を
削
る
。

は
、
利
水
業
務
手
当
を
支
給
す
る

り
、
同
表
三
級
の
項
中
「
三
級
」

改
め
、
同
表
五
級
の
項
を
削
り
、

中
「
七
級
」
を
「
五
級
」
に
改
め

の
項
中
「
九
級
」
を
「
七
級
」
に

一
級
の
項
中
「
十
一
級
」
を
「
九

り
、
同
表
三
級
の
項
中
「
三
級
」

七

。局
職
員
給
与
規
程
別
表
第
二
の
備

職
務
の
級
と
さ
れ
て
い
る
職
員
に

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続

同
表
六
級
の
項
中
「
六
級
」
を
「

七
級
」
を
「
五
級
」
に
、
「
六
級

に
改
め
、
「
電
気
技
監
」
を
削
り

「
七
級
」
に
、
「
八
級
」
を
「

九
級
」
を
「
七
級
」
に
改
め
、
同

級
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
の
部

。を
「
二
級
」
に
改
め
、
同
表
四
級

同
表
六
級
の
項
中
「
六
級
」
を
「

、
同
表
八
級
の
項
中
「
八
級
」

改
め
、
同
表
十
級
の
項
中
「
十
級

級
」
に
改
め
る
。

を
「
二
級
」
に
改
め
、
同
表
四
級

考つき 四」、六表分 の四を」の



平
成
十

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

八
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二

事

千
七
百
円
（
送
料
共
）


